
守口市立佐太小学校いじめ防止基本方針 

       守口市立佐太小学校 

       平成３０年４月 

 

「いじめ防止対策推進法」第１３条『学校は、いじめ防止基本方針または地方いじめ防止基本方針を参

酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本方針を定め

るものとする』にのっとり、守口市立佐太小学校いじめ防止基本方針を以下のように定めることとする。 

 

１いじめの定義 

① いじめ防止対策推進法による定義 

いじめとは、「児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的

関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われる

ものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」（い

じめ防止対策推進法第２条）と定義されている。「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ

学校・学級や部活動の児童生徒や、塾やスポーツクラブ等当該の子どもが関わっている仲間や集団（グ

ループ）など、当該の子どもとの何らかの人的関係をさす。また、「物理的な影響」とは、身体的な影

響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味す

る。また、「いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、

児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われ

なくすることを旨として行わなければならない。」（同第３条） 

 

② 留意点と具体例 

 いじめには多様な態様がある。いじめられていても、本人がそれを否定する場合も多々ある。したが

って、いじめに該当するか否かを判断するに当たっては、表面的・形式的にすることなく、いじめられ

た子どもの立場に立って、当該の子どもの表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要があ

り、「心身の苦痛を感じているもの」といったように要件を限定して解釈することのないよう努めなけ

ればならない。 

＜具体例として＞ 

  ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

  ・仲間はずれ、集団による無視をされる 

  ・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

  ・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

  ・金品をたかられる 

  ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

  ・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

  ・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等 

※上記の「いじめ」の中で、犯罪行為として取り扱われるべき場合があります。また、児童等の生命、

身体または財産に重大な被害が生じるような場合は、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上、早期

に警察と連携した対応をとる必要がある。 

 

２いじめ問題への基本的な姿勢 

① いじめは絶対に許されない。 

② 互いに尊重し合える豊かな人間関係を築く。 

③ 学校・家庭・地域が一体となって取り組む。 

④ いじめは、その子どもの将来にわたって内面をひどく傷つけるものであり、子どもの健全な成長に



影響を及ぼす、まさに人権にかかわる重大な問題である。いじめは、全ての子どもに起こりうる問

題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対

に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。その

ことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない児童生徒の意識を育成することにな

る。そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、

教職員自身が、児童生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、児童生

徒の人格のすこやかな発達を支援するという児童生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要

となる。 

⑤ いじめを克服するためには、子どもたちがお互いの違いを認め合い、他者の願いや思いを共感し受

け止めることができるような豊かな感性を身につけていくことが大事である。あわせて、規範意識

を高め、仲間とともに問題を主体的に解決するためのコミュニケーション能力を育成し身に付けて

いかなければならない。互いに尊重し合える豊かな人間関係を築くための人権教育や道徳教育を粘

り強く継続していくことが必要である。 

⑥ いじめ防止に向けて、学校・家庭・地域など全ての関係者が、それぞれの立場からその責務を果た

し、一体となって取り組むことが重要である。そのため、中学校区連携推進協議会等の学校支援地

域本部活動を通じて、地域社会全体で、いじめを許さない環境（雰囲気）を生み出す必要がある。

また、そうした社会との関わりの中で子どもに自分も他者もかけがえのない存在として大切にでき

る感性を育むことが大切である。 

 

３いじめの防止等の対策のための組織 
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            モニタリング 

 

 

対象の子ども 

 

担任等による 

問題行動や 

不登校等の 

早い気づき 

基幹会議 

 

基幹組織による 

アセスメントと役割分担 

〔メンバー〕 

管理職、当該学年担任、教務、

生活指導担当、養護教諭、 

支援教育コーディネーター 

基幹会議 

 

基幹組織による 

アセスメントと役割分担 

〔メンバー〕 

管理職、当該学年担任、教務、

生活指導担当、養護教諭、 

支援教育コーディネーター 

生活指導部会 

・集団づくりや集団規律の醸成へ

の支援 

・いじめ不登校問題行動対策委員

会の開催 

・ケース会議の開催 

・関係機関と連携した支援 

校内支援委員会 

・特別支援を要する児童の把握 

・個別の支援ファイル作成・管理 

・ケース会議の開催 

・関係機関と連携した支援 

虐待担当（管理職） 

・通告し、関係機関と連携した 

支援 

対象の子ども 

 

担任等による 

問題行動や 

不登校等の 

早い気づき 

組
織
的
支
援 

関係機関 

SC(スクール・カウンセラー) 

SSW(スクールソーシャルワーカー) 

子ども家庭センター 

警察 等 

守口市教育委員会 

・守口市立いじめ防止対策等の審

議会設置 



４年間計画 

守口市立佐太小学校 いじめ防止年間計画 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 学校全体 

４

月 

家庭訪問（家

庭の様子の把

握） 

 

家庭訪問（家

庭の様子の把

握） 

人権教育（仲

間づくり） 

家庭訪問（家

庭の様子の把

握） 

人権教育（仲

間づくり） 

家庭訪問（家

庭の様子の把

握） 

人権教育（仲

間づくり） 

家庭訪問（家

庭の様子の把

握） 

人権教育（仲

間づくり） 

家庭訪問（家

庭の様子の把

握） 

 

 

５

月 

道徳 

(おたん生会) 

人権教育（と

りあいじゃん

けん） 

クラスあそび 

道徳（ヌチヌ

グスージー） 

人権教育 

（学級会で話

し合おう） 

クラスあそび 

   

６

月 

 生活（町たん

けん） 

 

道徳（相手を

思いやり親切

に） 

 道徳（たがい

に信頼し、学

び合って） 

道徳（修学旅

行の夜） 

 

７

月 

個人懇談（保

護者との情報

共有） 

道徳 

(おたん生会) 

個人懇談（保護者

との情報共有） 
国語（うれしいこ

とば） 
平和教育（ライオ

ンがいなくなった

どうぶつえん） 

個人懇談（保

護者との情報

共有） 

個人懇談（保

護者との情報

共有） 

個人懇談（保

護者との情報

共有） 

個人懇談（保

護者との情報

共有） 

 

 

８

月 

       

９ 

月 

道徳 

(おたん生会) 

   絵本 「ボロ」 

 

  

10 

月 

      校内研修（ネ

ット上のいじ

め対策） 

⒒ 

月 

 

生活 

(幼小交流会） 

道徳 

(おたん生会) 

国語（友だち 

のこと知りた

いな） 

生活（地域に

暮らす人たち

との交流） 

道徳（命ある

も の を 大 切

に） 

道徳（ありが

とうの言葉） 

犯罪非行防止

教室 

犯罪非行防止

教室 

 

12

月 

 

個人懇談（保

護者との情報

共有） 

個人懇談（保

護者との情報

共有） 

 

個人懇談（保

護者との情報

共有） 

個人懇談（保

護者との情報

共有） 

個人懇談（保

護者との情報

共有） 

 

個人懇談（保

護者との情報

共有） 

 

 

１

月 

 

生活（地域の

人との交流・

昔あそび） 

道徳 

(おたん生会) 

      

２

月 

 

道徳（自分と

異なる立場の

人も意見を大

切にする） 

生活（大きく

なったよ、ぼ

く、わたし・

自分の物語を

つくろう） 

道徳（正しい

ことは勇気を

もって） 

道徳（みんな

が守らなくて

はならないき

まり） 

絵本 

「わたしのい

もうと」 

 

道徳 

「車いすでの

経験から」 

 

３

月 

道徳 

(おたん生会) 

生活 

（想い出いっ

ぱい） 

 特活（一年間

の生活をふり

かえろう） 

特活（一年間

の生活をふり

かえろう） 

道徳・情報モ

ラル（チェー

ンメール） 

道徳 

「心に通じた

どうぞのひと

こと」 

 



５いじめの防止・早期発見 

 すべての児童が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参

加・活躍できる学校づくりをすすめていくことが、未然防止の基本である。居場所づくりや絆づくりを

キーワードに、互いを認め合える人間関係・学校風土を児童自ら作りだしていけるよう、集団の一員と

しての自覚や自信をはぐくんでいく、そして自己有用感を高める取組みを行う。 

○すべての児童に対して、授業や行事の中で活躍できる場を設定していく。 

  ○教職員で児童の変化や活躍を共有する。 

  ○定期的なアンケート、日常の観察等により、実態把握を行う。 

  ○保護者と連携して、児童を見守る。 

  ○地域と連携して、児童を見守る。 

 

６いじめに対する措置 

① いじめ対策組織への速やかな報告と組織的対応 

教職員がいじめを発見・相談を受けた場合は、速やかに情報を報告し、組織的対応を行う。 

② いじめに係る情報の記録 

学校の定める方針等に沿って、いじめに係る情報を適切に記録し、総括する。 

③ 事実関係の調査・確認と対応方針の決定 

組織的に対応方針を決定し、被害児童を徹底して守り通す。加害児童に対しては、人格の成長を旨

として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、全教職員の共通

理解、保護者の協力、教育委員会をはじめとする、関係機関・専門機関との連携の下で行う。 


